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24

〔
下
級
審
民
訴
事
例
研
究
二
四
〕

遠
隔
地
の
た
め
期
日
に
出
頭
す
る
こ
と
が
困
難
な
被
告
の
た
め
、
訴
訟
事
件
を
調
停
に
付
し
、
調
停
委
員
会
の
意

見
を
聞
か
な
い
で
、
調
停
に
代
わ
る
決
定
が
さ
れ
た
事
例

東
京
地
裁
平
成
二
年
一
一
月
一
六
日
民
事
第
二
八
部
決
定
（
東
京
地
裁
平
二
（
ノ
）
第
一
六
六
号
求
償
金
請
求
調
停
事
件
、
判
例

タ
イ
ム
ズ
七
四
三
号
二
二
一
頁
）

132

〔
事
　
実
〕

　
本
件
は
、
被
告
が
原
告
の
保
証
で
金
融
機
関
か
ら
貸
付
を
受
け
、
支
払

を
遅
滞
し
た
た
め
、
原
告
が
代
位
弁
済
を
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
求
償
請

求
し
た
事
件
で
あ
る
。
合
意
管
轄
に
よ
り
、
東
京
地
裁
に
訴
え
が
提
起
さ

れ
た
。

　
高
知
県
須
崎
市
に
住
む
被
告
は
、
第
一
回
の
口
頭
弁
論
期
日
に
出
頭
し

な
か
っ
た
が
、
分
割
弁
済
に
よ
り
解
決
し
た
い
旨
の
書
面
を
裁
判
所
に
提

出
し
た
。

　
裁
判
所
は
、
訴
訟
事
件
を
調
停
に
付
し
、
原
告
が
電
話
連
絡
で
被
告
と

打
ち
合
わ
せ
た
合
意
内
容
で
、
調
停
に
代
わ
る
決
定
を
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

　
1
　
被
告
は
、
遠
距
離
の
た
め
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
に
は
出
頭
し
な

か
っ
た
が
、
被
告
か
ら
の
書
面
で
、
原
告
の
請
求
す
る
金
額
全
部
に
つ
い

て
、
今
年
は
月
一
万
円
づ
つ
、
来
年
か
ら
は
月
二
万
円
づ
つ
の
分
割
弁
済

を
希
望
し
た
。

　
2
　
原
告
は
、
被
告
の
右
の
提
案
を
受
け
て
、
被
告
と
電
話
連
絡
の
う

え
、
主
文
記
載
の
内
容
で
合
意
に
達
し
た
旨
当
裁
判
所
に
報
告
し
た
。

　
3
　
右
1
、
2
の
事
情
に
よ
り
、
本
件
事
件
を
主
文
掲
記
の
条
項
に
よ

っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
の
で
、
民
事
調

停
法
第
一
七
条
に
基
づ
き
主
文
の
と
お
り
調
停
に
代
わ
る
決
定
を
す
る
。

〔
評
　
釈
〕

　
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
．

一
、
本
件
の
問
題
点
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
事
件
が
調
停
に
代
わ
る
決

定
を
な
す
べ
き
事
例
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
調
停
に
代
わ
る
決
定
は
、
簡
易
裁
判
所
の
調
停
事
件
は
も
ち
ろ
ん
．
訴

訟
事
件
で
も
付
調
停
の
活
用
に
ょ
り
、
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
．



判例研究

決
定
が
な
さ
れ
る
場
合
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
て

　
（
1
）

い
る
。

（
1
）
当
事
者
の
一
方
が
、
電
話
等
で
調
停
委
員
会
に
対
し
て
裁
判
所
に

出
頭
す
る
意
思
は
な
い
が
調
停
案
に
は
応
じ
る
意
向
を
示
し
て
い
る
と
き
。

（
2
）
事
件
の
関
係
人
が
調
停
案
に
応
じ
る
意
向
を
示
し
て
い
る
が
、
遠

隔
地
に
居
住
し
て
い
る
な
ど
で
裁
判
所
に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
。（

3
）
調
停
案
の
大
綱
に
つ
い
て
合
意
が
で
き
た
が
、
細
か
い
部
分
に
つ

い
て
合
意
が
整
わ
ず
、
全
体
と
し
て
調
停
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
ぎ
。

（
4
）
調
停
案
に
は
異
論
が
な
い
が
、
当
事
者
の
感
情
的
対
立
か
ら
、
相

手
方
当
事
者
の
面
前
で
は
、
同
調
し
た
く
な
い
と
し
て
い
る
と
ぎ
。

（
5
）
当
事
者
に
は
異
論
が
な
い
が
、
調
停
の
結
果
に
つ
い
て
利
害
関
係

を
有
す
る
第
三
者
と
の
関
係
で
、
裁
判
所
の
決
定
と
い
う
形
式
で
の
解
決

が
望
ま
し
い
と
き
。

（
6
）
鑑
定
の
実
施
等
に
よ
り
事
実
関
係
の
究
明
が
十
分
に
な
さ
れ
、
費

用
と
労
力
を
無
益
に
終
わ
ら
せ
る
の
は
、
妥
当
性
を
欠
く
と
考
え
ら
れ
る

と
き
。

　
本
件
は
前
記
（
2
）
の
ケ
ー
ス
に
相
当
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
四
三
号
二
二
一
頁
の
本
件
解
説
に
よ
れ

ば
、
本
件
と
同
じ
く
被
告
が
遠
隔
地
に
住
ん
で
い
る
た
め
、
出
頭
困
難
な

場
合
で
、
被
告
に
分
割
支
払
の
意
思
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
積
極
的
に

調
停
に
代
わ
る
決
定
を
活
用
し
て
い
る
簡
易
裁
判
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
本
件
は
地
裁
の
訴
訟
事
件
か
ら
付
さ
れ
た
調
停
事
件
で
、
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
（
3
）

定
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
実
務
の
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
さ
ら
に
こ
の
決
定
は
、
決
定
文
に
あ
る
よ
う
に
、
調
停
委
員

会
を
組
織
し
な
い
で
さ
れ
て
い
る
．
調
停
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
文
献
で

は
、
民
事
調
停
法
一
七
条
の
条
文
に
忠
実
に
、
委
員
会
の
調
停
で
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ぽ
調
停
に
代
わ
る
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
も
の
が
多
い
。

し
か
し
、
本
件
の
よ
う
に
、
委
員
会
を
組
織
す
る
ま
で
も
な
い
事
例
や
、

委
員
会
を
組
織
し
て
い
て
は
、
迅
速
な
処
理
が
で
き
な
い
と
い
う
事
例
で

も
、
厳
格
に
委
員
会
の
審
理
を
経
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が

あ
り
、
柔
軟
な
解
釈
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
．
本
件
は
、
調

停
委
員
会
を
経
な
い
決
定
の
事
例
と
し
て
も
、
参
考
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。二

第
一
点
は
ほ
ぽ
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

本
稿
で
は
前
記
第
二
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
．

1
　
学
説
　
裁
判
官
の
み
に
よ
る
調
停
手
続
（
民
調
法
五
条
一
項
但
書
）
に

お
い
て
調
停
に
代
わ
る
決
定
（
同
法
一
七
条
一
項
）
を
な
す
こ
と
が
で
き
る

か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
消
極
説
と
積
極
説
が

対
立
し
て
い
る
。

（
1
）
消
極
説
は
、
調
停
に
代
わ
る
決
定
は
、
調
停
委
員
会
に
よ
る
調
停

手
続
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
．
裁
判
官
の
み
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

調
停
に
あ
っ
て
は
認
め
ら
れ
な
い
と
説
き
、
こ
の
見
解
が
通
説
で
あ
る
．

そ
の
理
由
と
し
て
、
①
形
式
上
は
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
．
第
一
に
、

（
イ
）
民
事
調
停
法
一
七
条
の
文
言
に
求
め
ら
れ
る
．
す
な
わ
ち
同
条
に
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よ
れ
ば
、
「
裁
判
所
は
調
停
委
員
会
の
調
停
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い

場
合
に
お
い
て
…
－
当
該
調
停
委
員
会
を
組
織
す
る
民
事
調
停
委
員
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

見
を
聴
き
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
調
停
委
員
会
に
よ
る
調
停
が
前
提
と

さ
れ
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
．
（
・
）
第
二
に
、
同
条
が
一
五
条
に
よ

っ
て
裁
判
官
の
み
に
よ
る
調
停
に
準
用
さ
れ
て
い
な
い
点
も
考
慮
さ
れ
て

い
る
．
消
極
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
一
七
条
が
文
言
上
調
停
委
員
会
に

よ
る
調
停
手
続
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
五
条
に
よ
っ
て

裁
判
官
限
り
の
調
停
に
一
七
条
を
準
用
す
る
余
地
が
全
く
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
②
こ
れ
に
対
し
て
、
消
極
説
の
実
質
的
根
拠
と
し
て
は
次
の
三
点
が
考

え
ら
れ
る
．
す
な
わ
ち
、
（
イ
）
裁
判
官
が
調
停
を
行
っ
て
い
る
が
当
事

者
が
頑
迷
な
と
き
は
、
法
第
一
七
条
に
よ
る
決
定
を
し
て
も
反
省
自
覚
の

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

余
地
が
少
な
い
こ
と
や
、
（
ロ
）
裁
判
官
に
よ
る
調
停
の
場
合
に
は
「
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

較
的
簡
単
な
事
件
が
多
く
、
さ
ま
で
こ
の
決
定
を
必
要
と
し
な
い
」
こ
と
、

ま
た
（
ハ
）
民
意
を
反
映
し
た
紛
争
の
衡
平
妥
当
な
解
決
と
い
っ
た
調
停

の
理
念
か
ら
、
同
決
定
に
際
し
て
も
調
停
委
員
に
対
す
る
諮
問
を
経
て
慎

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

重
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
等
に
求
め
ら
れ
る
。

（
2
）
積
極
説
は
、
こ
れ
に
対
し
、
同
決
定
が
当
該
調
停
委
員
の
意
見
を

聴
い
た
上
で
慎
重
に
な
さ
れ
る
こ
と
の
必
要
性
や
調
停
委
員
の
参
加
に
よ

る
司
法
の
民
主
化
と
い
っ
た
制
度
的
意
義
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
裁
判
官

の
み
に
よ
る
調
停
の
場
合
で
も
「
判
断
基
準
が
確
立
さ
れ
て
い
て
、
調
停

委
員
の
意
見
を
聴
く
ま
で
も
な
く
、
受
調
停
裁
判
所
だ
け
で
適
正
妥
当
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

決
定
内
容
が
判
断
で
き
る
」
場
合
に
は
こ
れ
を
認
め
る
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
同
見
解
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、
（
イ
）
サ
ラ
金
事
件
等
利
息
制
限
法
関

連
事
件
、
交
通
事
件
、
借
地
借
家
事
件
な
ど
判
例
に
よ
っ
て
判
断
基
準
が

確
立
さ
れ
て
い
る
事
件
で
は
、
調
停
委
員
に
諮
問
す
る
ま
で
も
な
く
、
単

独
調
停
を
し
た
裁
判
官
は
独
自
に
適
正
妥
当
な
決
定
を
な
し
う
る
と
考
え

　
　
　
（
n
）

ら
れ
る
こ
と
、
（
・
）
裁
判
官
は
調
停
や
民
事
訴
訟
法
上
の
判
決
や
裁
判

上
の
和
解
を
単
独
で
行
え
る
の
に
対
し
、
そ
れ
よ
り
も
効
力
が
弱
い
同
決

定
が
単
独
で
で
き
な
い
と
解
す
る
実
質
的
理
由
に
乏
し
い
こ
と
．
（
ハ
）

単
独
調
停
で
手
続
が
進
行
し
た
が
、
同
決
定
を
す
る
に
際
し
て
調
停
委
員

会
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
手
続
的
に
煩
墳
で
あ
る
こ
と
、

（
二
）
同
決
定
は
当
事
者
や
利
害
関
係
人
の
異
議
申
立
に
よ
り
失
効
す
る

こ
と
、
（
ホ
）
裁
判
官
に
よ
る
調
停
に
代
わ
る
決
定
を
認
め
る
こ
と
は
一

種
の
条
理
裁
判
や
簡
易
裁
判
、
少
額
裁
判
の
恒
常
化
へ
つ
な
が
る
こ
と
等

　
　
（
1
2
）

を
挙
げ
る
。

2
　
実
務
の
運
用
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
調
停
に
代
わ
る

決
定
は
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
昭
和
五
〇
年
以
降
利

　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

用
率
も
増
加
し
て
い
る
。
昭
和
四
一
年
以
前
は
調
停
機
関
別
の
統
計
が
発

表
さ
れ
て
お
り
、
利
用
率
（
調
停
に
代
わ
る
決
定
数
／
調
停
不
成
立
数
＋

調
停
に
代
わ
る
決
定
数
）
で
見
る
と
裁
判
官
に
よ
る
単
独
調
停
の
場
合
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

調
停
委
員
会
に
よ
る
場
合
よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
る
．

三
　
検
討

　
文
理
解
釈
と
し
て
は
消
極
説
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
結
論

的
に
い
え
ば
積
極
説
に
与
し
た
い
と
考
え
る
．
調
停
に
代
わ
る
決
定
は
、

民
事
調
停
委
員
執
務
資
料
一
三
四
頁
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
諸
場
合
に
つ
い
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て
、
調
停
手
続
を
無
駄
に
終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
こ

れ
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
事
者
が
こ
れ
に
従
う
可
能
性
が
十
分
に

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
調
停
委
員
会
に
よ
る
調
停
で
あ

っ
て
も
裁
判
官
だ
け
に
よ
る
調
停
で
あ
っ
て
も
な
ん
ら
変
わ
り
は
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
一
七
条
が
一
五
条
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
て
い
な
い

に
し
て
も
、
五
条
一
項
但
書
の
裁
判
官
だ
け
に
よ
る
調
停
に
つ
い
て
も
一

七
条
を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
件
判
決
は
民

調
法
一
七
条
を
ス
ト
レ
イ
ト
に
適
用
し
て
い
る
が
私
見
に
よ
れ
ば
適
用
で

は
な
く
類
推
で
あ
ろ
う
．

　
両
者
の
相
違
点
を
あ
え
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
一
七
条
の
場
合
裁
判
所

は
決
定
を
な
す
に
あ
た
り
当
該
調
停
委
員
会
を
組
織
す
る
調
停
委
員
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

一
七
条
を
類
推
す
る
場
合
、
裁
判
官
だ
け
の
調
停
に
あ
っ
て
裁
判
所
が
調

停
に
代
わ
る
決
定
を
な
す
に
あ
た
り
調
停
委
員
の
意
見
を
聴
取
す
る
余
地

が
な
い
の
で
、
こ
の
部
分
は
省
略
し
て
類
推
適
用
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
一
七
条
が
調
停
委
員
の
意
見
の
聴

取
を
要
件
と
し
て
い
る
の
は
、
調
停
に
代
わ
る
決
定
に
民
意
を
反
映
す
る

と
い
う
調
停
の
民
主
化
の
要
請
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
五
条

一
項
但
書
が
裁
判
官
だ
け
の
調
停
を
認
め
た
こ
と
は
、
そ
の
限
り
で
調
停

委
員
の
意
思
を
反
映
し
た
調
停
を
断
念
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
．
そ
れ
に

平
灰
を
あ
わ
せ
る
と
す
れ
ば
調
停
に
代
わ
る
決
定
に
つ
い
て
調
停
委
員
の

意
見
の
反
映
を
放
棄
し
た
こ
と
が
そ
も
そ
も
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
し
た
が
っ
て
、
私
見
に

よ
れ
ば
裁
判
官
だ
け
の
調
停
に
お
け
る
調
停
に
か
わ
る
決
定
は
、
積
極
説

の
挙
げ
る
事
例
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
よ
い
と

考
え
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
裁
判
官
だ
け
に
よ
る
調
停
に
お
い
て
調
停
に
代
わ
る
決

定
を
認
め
る
こ
と
が
調
停
委
員
の
意
見
の
反
映
と
い
う
点
に
欠
け
る
と
こ

ろ
が
あ
り
不
都
合
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
が
決
定
的
な
欠
陥
と
し

て
の
意
味
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
け
だ
し
、

こ
の
場
合
裁
判
官
に
よ
る
決
定
の
内
容
が
不
当
で
あ
れ
ば
、
当
事
者
と
し

て
は
異
議
の
申
立
に
よ
っ
て
右
決
定
の
効
力
を
失
な
わ
し
め
る
こ
と
が
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
調
停
委
員
に
諮
問
す
る
の
は
、
決
定
の
内
容
に
つ
き
参
考
と

な
る
事
項
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
裁
判
官
は
同
意
見
に
拘
束
さ
れ
な
い
こ

と
や
、
万
一
、
調
停
委
員
全
員
に
故
障
が
あ
り
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

く
て
も
新
た
に
委
員
会
を
構
成
す
る
必
要
が
な
い
と
す
る
見
解
も
参
考
に

な
ろ
う
。

　
要
す
る
に
、
民
調
法
一
七
条
が
「
裁
判
所
は
、
調
停
委
員
会
の
調
停
が

成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
お
い
て
」
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
調

停
は
調
停
委
員
会
を
構
成
し
て
開
か
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
当
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
（
1
7
）

通
常
の
場
合
を
想
定
し
て
の
規
定
と
考
え
る
の
で
あ
る
．

　
以
上
の
理
由
か
ら
判
旨
に
賛
成
し
た
い
．

　
（
1
）
　
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
編
・
民
事
調
停
法
逐
条
解
説
（
民
事
裁
判

　
資
料
第
九
八
号
）
八
○
頁
等
及
び
同
・
民
事
調
停
委
員
執
務
資
料
二
二
四
頁
。

　
（
2
）
　
そ
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
石
川
明
”
梶
村
太
市
編
・
注
解
民
事
調
停
法
二
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三
〇
頁
ゆ

（
3
）
　
活
用
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
吉
男
「
調
停
に
代
わ
る
裁
判
』
実
務

　
民
訴
講
座
七
巻
二
七
六
頁
。

（
4
）
　
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
編
・
民
事
調
停
法
規
の
解
説
（
民
事
裁
判

資
料
二
五
号
）
（
1
以
下
解
説
と
略
す
ー
）
三
三
頁
、
石
川
明
”
梶
村
太
市
・

前
掲
書
（
注
2
）
一
三
コ
頁
．
小
山
昇
・
民
事
調
停
法
〔
新
版
〕
二
三
六
頁
等
。

（
5
）
　
小
山
昇
・
前
掲
書
二
三
一
・
二
三
六
頁
、
佐
々
木
吉
男
。
増
補
民
事
調
停

　
の
研
究
六
九
頁
．
梶
村
太
市
四
深
沢
利
一
・
和
解
・
調
停
の
実
務
〔
新
版
〕
六

　
二
五
頁
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
編
・
解
説
三
三
頁
、
民
事
調
停
手
続

研
究
会
編
・
民
事
調
停
手
続
実
務
録
七
〇
六
頁
、
石
川
明
睡
梶
村
太
市
・
前
掲

書
四
四
二
頁
（
深
沢
利
一
執
筆
）
等
。

（
6
）
　
例
え
ば
、
佐
々
木
吉
男
教
授
は
裁
判
官
に
よ
る
決
定
の
内
容
が
「
衡
平
に

　反し

不
当
で
あ
る
場
合
に
は
．
当
事
者
ま
た
は
利
害
関
係
人
は
異
議
の
申
立
に

　
よ
っ
て
直
ち
に
そ
の
効
力
を
失
わ
せ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判

官
を
調
停
機
関
と
す
る
場
合
の
調
停
に
代
わ
る
決
定
が
理
論
的
に
是
認
さ
れ
得

　ない

わ
け
で
は
な
い
」
が
、
現
行
法
の
規
定
上
、
こ
れ
は
是
認
さ
れ
な
い
と
す

　
る
、
佐
々
木
吉
男
・
前
掲
書
六
九
頁
。

（
7
）
　
民
事
調
停
手
続
研
究
会
編
・
前
掲
書
七
〇
七
頁
。

（
8
）
　
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
編
・
解
説
三
三
頁
、
な
お
、
同
理
由
に
つ

き
佐
々
木
教
授
は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
、
佐
々
木
吉
男
・
前
掲
書
六
九
頁
。

（
9
）
　
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
編
・
解
説
三
三
頁
、
梶
村
太
市
”
深
沢
利

　
一
・
前
掲
書
六
二
五
頁
。

（
1
0
）
　
石
川
明
”
梶
村
太
市
・
前
掲
書
二
三
五
頁
（
梶
村
太
市
執
筆
）
。
同
見
解

　
は
同
書
二
三
二
頁
に
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

（
1
1
）
　
梶
村
太
市
腫
深
沢
利
一
・
前
掲
書
六
二
三
頁
、
梶
村
太
市
氏
発
言
：
・
三

　
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
民
訴
雑
誌
三
二
号
一
七
七
頁
参
照
。

（
1
2
）
　
石
川
明
”
梶
村
太
市
・
前
掲
書
二
三
二
頁
。

（
1
3
）
　
法
曹
時
報
四
三
巻
九
四
頁
第
一
三
表
等
参
照
。

（
14
）
　
佐
々
木
吉
男
・
前
掲
論
文
二
七
四
頁
第
三
表
参
照
。

年
の
利
用
率
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

昭
和
三
八
年
～
四
一

調
停
委
員
会
に
よ
る

裁
判
官
の
み
に
よ
る

昭
和

38
年0．1010．333

39
年

0．1310．625

ω
年

0．061O．274

41
年

0．1190

　
　
な
お
、
昭
和
四
一
年
以
降
は
機
関
別
統
計
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
①
「
司

法
統
計
・
民
事
行
政
編
」
に
は
調
停
委
員
会
に
よ
る
決
定
の
統
計
の
み
、
ま
た

②
法
曹
時
報
掲
載
の
統
計
（
注
1
3
参
照
）
に
は
、
「
調
停
に
代
わ
る
決
定
」
と
し

　
て
統
計
が
掲
記
さ
れ
て
お
り
（
機
関
別
に
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
）
調
停

委
員
会
に
よ
る
場
合
と
裁
判
官
に
よ
る
場
合
の
合
計
と
思
わ
れ
る
。

（
1
5
）
　
馬
淵
健
三
・
調
停
制
度
の
研
究
（
司
法
研
究
報
告
書
一
九
巻
）
三
六
〇
頁
。

（
1
6
）
　
石
川
明
”
梶
村
太
市
・
前
掲
書
二
三
二
頁
。

（
1
7
）
　
同
条
決
定
と
同
趣
旨
の
制
度
で
あ
る
調
停
に
代
わ
る
審
判
（
家
審
二
四
条
）

　
に
つ
い
て
、
川
島
武
宜
他
著
・
現
代
家
族
法
大
系
ω
四
三
六
頁
等
参
照
、
沼
辺

愛
一
”
太
田
武
男
睡
久
貴
忠
彦
編
・
家
事
審
判
法
の
研
究
（
2
）
二
一
九
頁
参

照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
川
　
　
明
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